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建築基準法第４３条第２項第２号許可の取扱基準 

厚木市 

平成１１年４月２１日 

 改正 平成１５年２月１７日 

改訂 平成１８年４月 １日 

    改訂 平成１９年６月２０日 

改訂 平成３０年９月２５日 

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４３条第２項第２号の許可に基づく建築

基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号。以下「規則」という。）第１０条の３第４項各号に係る許可

の取扱基準は、次のとおりとする。 

ただし、特定行政庁が公益上必要な建築物又は周辺の状況等によりやむを得ないと認める場合は、この取扱

基準によらないことができる。 

 

規則第１０条の３第４項第１号 

○その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。 

１ 対象となる広い空地は、次に掲げるものとする。 

（１）公園、緑地、広場等で国、県、市その他これらに準ずる公的機関が将来にわたり所有又は管理する担 

保性のあるもの 

（２）スポーツ施設、レジャー施設、墓園等 

（３）その他前２号に準ずる空地と特定行政庁が認めるもの 

２ 計画建築物、敷地及び広い空地は、次の基準を満たすものであること。 

（１）計画建築物の敷地は、広い空地の中に計画するものであること。 

（２）１（１）及び（２）に建築できる計画建築物の用途は、広い空地の維持管理及び一体的利用のために必

要と認められるものであること。 

（３）１（３）に建築できる計画建築物の用途は、公益上必要な建築物で広い空地内に建築することが必要 

なものであること。 

（４）広い空地の通行については、管理者と協議し自由に通行できることが確実なものであること。 

（５）計画建築物の、玄関等の出入り口で有効幅７５センチメートル以上の開口部（以下「主要な出入り口」

という。）から、法第４２条に規定する道路（以下「道路」という。）に通ずる幅員１．５メートル以上

の有効な敷地内通路（以下「避難上有効な通路」という。）が確保されていること。なお、避難上有効な

通路には、避難上障害となる建築物等は設けてはならない。 

（６）広い空地内に避難上有効な通路が確保できない場合は、一時滞留のための空地が確保できること。 

（７）広い空地を道路とみなし、法第６条第１項に規定する建築基準関係規定（法第４３条第１項を除く。以

下「建築基準法令の規定」という。）に適合するものであること。なお、容積率（法第５２条）の適用に

ついては、広い空地が接する道路幅員（道路が２以上あるときは、その幅員の最大のもの。）を前面道路

として適用する。 

（８）広い空地と敷地との境界は、杭等で明示すること。 

 



 

規則第１０条の３第４項第１号 包括同意基準 

許可取扱基準に該当するもののうち次のすべてに該当するもの 

（１）建築物の用途は、公園、緑地、広場等広い空地の管理運営施設及び公益上必要な建築物 

（２）階数は、地階を除き２以下 

（３）最高の高さは、１０メートル以下 

（４）外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を準耐火性能以上とする。また、外壁の開口部で延焼の

おそれのある部分に、防火戸その他建築基準法施行令（以下「政令」という。）で定める防火設備

を設けなければならない。 

 

 



 

規則第１０条の３第４項第２号 

○その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道（幅員４メートル以上のものに限る。）に２メートル

以上接する建築物であること。 

 

１  対象となる道は、国、県、市その他これらに準ずる公的機関が将来にわたり管理する担保性があり、当

該管理者と使用等について支障ない旨の協議がされているもので、かつ、次の基準を満たすものであるこ

と。 

（１）道は、通行可能な構造、形態であり、道路に接続していること。 

（２）敷地から道路に至るまでの道は、連続して幅員４メートル以上であること。 

（３）敷地が道に接する長さは、２メートル以上とするが、計画建築物の用途、規模等により法及び厚木市建

築基準条例（平成１７年厚木市条例第３５号。以下「建築基準条例」という。）の規定に適合すること。 

（４）計画建築物の主要な出入り口から道に通ずる避難上有効な通路が、確保できること。なお、避難上有効

な通路には、避難上障害となる建築物等は設けてはならない。 

（５）道と敷地との境界は、杭等で明示し、その位置に縁石等を設置すること。 

（６）計画建築物の外壁は、隣地境界線から有効６０センチメートル以上後退すること。ただし、既存部分に

ついてはこの限りでない。 

（７）道を道路とみなし、建築基準法令の規定に適合する計画建築物であること。 

（８）階数は、地階を除き２以下とする。ただし、平成１１年５月１日（以下「基準時」という。）において

現に存する３階建て以上の建築物で、増築する場合又は構造、規模が著しく異ならない建築物に建て替え

る場合（以下「建替え」という。）は、次に掲げる基準を満たすこと。 

ア 増築する部分については、地階を除き２以下であること。 

イ 建替えについては、既存階数以下であること。 

ウ 計画建築物の用途の変更は原則として認めない。ただし、一戸建ての住宅に用途を変更する場合は、

この限りでない。 

エ イ及びウに掲げる基準を満たす計画建築物については、２以上の主要な出入り口から道に通ずる避難

上有効な通路を設けること。 

 

規則第１０条の３第４項第２号 包括同意基準 

許可取扱基準に該当するもののうち次のすべてに該当するもの 

（１）建築物の主要用途は一戸建ての住宅、長屋住宅（２戸） 

（２）最高の高さは、１０メートル以下 

（３）外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を準耐火性能以上とする。また、外壁の開口部で延焼のおそれ

のある部分に、防火戸その他政令で定める防火設備を設けなければならない。 

 

 

 



 

規則第１０条の３第４項第３号 

○その敷地がその建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するため

に十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。 

○基準の内容〔対象となる通路は、１から５に掲げるものとする。〕 

１  敷地と道路との間に河川、緑道等（以下「通路状河川等」という。）がある通路で通路状河川等が次の基準を満

たすものであること。 

（１）通路状河川等は、国、県、市その他これらに準ずる公的機関が将来にわたり所有又は管理する担保性の

ある水路、里道、農道、堤、畦畔等であること。 

（２）通路状河川等は、橋等により通行可能な構造、形態であり、有効幅員２メートル以上確保できること。

なお、計画建築物の用途、規模等により法及び建築基準条例の規定に適合すること。 

（３）通路状河川等の通行については、管理者と協議し通行が自由にできることが確実なものであること。 

（４）計画建築物の主要な出入り口から通路状河川等を経由し、道路に通ずる避難上有効な通路が、確保でき

ること。なお、避難上有効な通路には、避難上障害となる建築物等は設けてはならない。 

（５）道路、通路状河川等と敷地の境界は、それぞれ杭等で明示し、通路状河川等と敷地との境界には縁石等

を設置すること。 

（６）計画建築物の外壁は、隣地境界線から、有効６０センチメートル以上後退すること。ただし、既存部分

についてはこの限りでない。 

（７）通路状河川等を道路とみなし建築基準法令の規定に適合するものであること。なお、容積率（法第５２

条）の適用については、通路状河川等が接する道路を前面道路として適用する。 

 

規則第１０条の３第４項第３号 １ 包括同意基準 

許可取扱基準に該当するもののうち次のすべてに該当するもの 

（１）階数は、地階を除き２以下 

（２）最高の高さは、１０メートル以下 

（３）外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を準耐火性能以上とする。また、外壁の開口部で延焼のおそ

れのある部分に、防火戸その他政令で定める防火設備を設けなければならない。 

 

 



２  基準時において現に存在する幅員４メートル未満の林道等である通路で林道等及び敷地が次の基準を満た

すものであること。 

（１）通路は、国、県、市その他これらに準ずる公的機関等が将来にわたり管理する担保性のある農道、堤等

であること。 

（２）基準時において、現に建築物が建っている敷地で２メートル以上その通路に接していること。 

（３）通路は、一般の通行の用に供され道路に接続していること。 

（４）通路の中心線から計画建築物の敷地側に水平距離２メートル後退した部分（以下「整備敷部分」という。）

が道路状に整備されていること。なお、整備敷部分は、敷地面積に算入しない。 

（５）敷地内には、次に掲げるいずれかの空地が確保できること。ただし、増築する場合で、２以上の主要な

出入り口から通路に通ずる避難通路（幅７５センチメートル以上）を設けたものは、この限りでない。 

ア 通路の整備敷部分の境界線から敷地側に、一辺が２メートル以上あり、直径２メートル以上の円が内

接する四角形の避難空地。 

イ 通路の反対の境界線から、敷地が接する部分で水平距離４メートル以上となる整備敷部分を除く避難

後退空地。 

（６）前号アに掲げる避難空地及び前号イに掲げる避難後退空地には、避難上障害となる建築物等は設けては

ならない。 

（７）整備敷部分と通路の幅員の合計が４メートル以上確保される区間がある場合において、その区間に２メ

ートル以上敷地が接し、計画建築物の主要な出入り口からその区間に通ずる避難上有効な通路を設けた場

合は、（５）に掲げる空地を確保しないことができる。 

（８）計画建築物の主要な出入り口から、通路に通ずる避難上有効な通路が確保できること。なお、避難上有

効な通路には、避難上障害となる建築物等は設けてはならない。 

（９）整備敷部分と計画建築物の敷地との境界線は、杭等で明示し、その位置に縁石等が設置されていること。 

（１０）計画建築物の外壁は、隣地境界線から有効６０センチメートル以上後退すること。ただし、既存部分

についてはこの限りでない。 

（１１）通路を道路とみなし建築基準法令の規定に適合するものであること。 

（１２）階数は、地階を除き２以下とする。ただし、基準時において現に存する３階建て以上の建築物で、増

築する場合又は建替える場合は、次に掲げる基準を満たすこと。 

ア 増築する部分については、地階を除き２以下であること。 

イ 建替えについては、既存階数以下であること。 

ウ 計画建築物の用途の変更は原則として認めない。ただし、一戸建ての住宅に用途を変更する場合は、

この限りでない。 

エ イ及びウに掲げる基準を満たす計画建築物については、２以上の主要な出入り口から通路に通ずる避

難上有効な通路を設けること。 

 

 

規則第１０条の３第４項第３号 ２ 包括同意基準 

許可取扱基準に該当するもののうち次のすべてに該当するもの 

（１）建築物の主要用途は、一戸建ての住宅、長屋住宅（２戸） 

（２）最高の高さは、１０メートル以下 

（３）通路の幅員は、１．８メートル以上 

（４）外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を準耐火性能以上とする。また、外壁の開口部で延焼のおそ

れのある部分に、防火戸その他政令で定める防火設備を設けなければならない。 

 

 



３  基準時において現に存在する連続した幅員４メートル以上の通路で通路及び敷地が次の基準を満たすもので

あること。 

（１）基準時において、現に建築物が建っている敷地に接する通路で敷地が２メートル以上通路に接している

こと。 

（２）通路は、一般の通行の用に供され道路に接続していること。 

（３）通路は、将来にわたり計画建築物の使用者及び利用者の通行並びに当該通路の維持管理に係る承諾等が

書面で関係権利者から得られていること。 

（４）計画建築物の主要な出入り口から通路に通ずる避難上有効な通路が、確保できること。なお、避難上有

効な通路には、避難上障害となる建築物等は設けてはならない。 

（５）通路と計画建築物の敷地との境界線は、杭等で明示し、その位置に縁石等が設置されていること。 

（６）敷地面積は、１００平方メートル以上であること。ただし、基準時において現に建築物の敷地として使

用されている土地又は現に存する所有権その他の権利に基づく土地の全部を一の敷地として使用する場

合にあっては、この限りでない。 

（７）計画建築物の外壁は、隣地境界線から有効６０センチメートル以上後退すること。ただし、既存部分に

ついてはこの限りでない。 

（８）通路を道路とみなし、建築基準法令の規定に適合する建築物であること。 

（９）階数は、地階を除き２以下とする。ただし、基準時において現に存する３階建て以上の建築物で、増築

する場合又は建替える場合は、次に掲げる基準を満たすこと。 

ア 増築する部分については、地階を除き２以下であること。 

イ 建替えについては、既存階数以下であること。 

ウ 計画建築物の用途の変更は原則として認めない。ただし、一戸建ての住宅に用途を変更する場合は、

この限りでない。 

エ イ及びウに掲げる基準を満たす計画建築物については、２以上の主要な出入り口から通路に通ずる避

難上有効な通路を設けること。 

 

規則第１０条の３第４項第３号 ３ 包括同意基準 

許可取扱基準に該当するもののうち次のすべてに該当するもの 

（１）建築物の主要用途は、一戸建ての住宅、長屋住宅（２戸） 

（２）最高の高さは、１０メートル以下 

（３）外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を準耐火性能以上とする。また、外壁の開口部で延焼のおそ

れのある部分に、防火戸その他政令で定める防火設備を設けなければならない。 

 

 



４  基準時において現に存在する幅員４メートル未満の通路で通路及び敷地が次の基準を満たすものであるこ

と。 

（１）基準時において、現に建築物が建っている敷地に接する通路で敷地が２メートル以上通路に接している

こと。 

（２）通路は、一般の通行の用に供され道路に接続していること。 

（３）整備敷部分が道路状に整備されていること。私道である通路については、将来にわたり計画建築物の使

用者及び利用者の通行並びに当該通路の維持管理に係る承諾等が書面で関係権利者から得られているこ

と。また、公道である通路の整備敷部分は、市に譲渡又は寄附が可能であること。なお、整備敷部分は、

敷地面積に算入しない。 

（４）敷地内には、次に掲げるいずれかの空地が確保できること。ただし、増築する場合で、２以上の主要な

出入り口から通路に通ずる避難通路（幅７５センチメートル以上）を設けたものは、この限りでない。 

ア 通路の整備敷部分の境界線から敷地側に、一辺が２メートル以上あり、直径２メートル以上の円が内

接する四角形の避難空地。 

イ 通路の反対の境界線から、敷地が接する部分で水平距離４メートル以上となる整備敷部分を除く避難

後退空地。 

（５）前号アに掲げる避難空地及び前号イに掲げる避難後退空地には、避難上障害となる建築物等は設けては

ならない。 

（６）整備敷部分と通路の幅員の合計が４メートル以上確保される区間がある場合において、その区間に２メ

ートル以上敷地が接し、計画建築物の主要な出入り口からその区間に通ずる避難上有効な通路を設けた場

合は、（４）に掲げる空地を確保しないことができる。 

（７）計画建築物の主要な出入り口から、通路に通ずる避難上有効な通路が確保できること。なお、避難上有

効な通路には、避難上障害となる建築物等は設けてはならない。 

（８）整備敷部分と計画建築物の敷地との境界線は、杭等で明示し、その位置に縁石等が設置されていること。 

（９）敷地から道路までの距離が原則として６０メートル以内にある敷地に建築するものであること。ただし、

当該通路の両端が道路に接続している場合は、この限りでない。 

（１０）敷地面積は、１００平方メートル以上とする。ただし、基準時において現に建築物の敷地として使用

されている土地又は現に存する所有権その他の権利に基づく土地の全部を一の敷地として使用する場合

にあっては、この限りでない。 

（１１）計画建築物の外壁は、隣地境界線から有効６０センチメートル以上後退すること。ただし、既存部分

についてはこの限りでない。 

（１２）通路を道路とみなし、建築基準法令の規定に適合する建築物であること。 

（１３）階数は、地階を除き２以下とする。ただし、基準時において現に存する３階建て以上の建築物で、増

築する場合又は建替える場合は、次に掲げる基準を満たすこと。 

ア 増築する部分については、地階を除き２以下であること。 

イ 建替えについては、既存階数以下であること。 

ウ 計画建築物の用途の変更は原則として認めない。ただし、一戸建ての住宅に用途を変更する場合は、

この限りでない。 

エ イ及びウに掲げる基準を満たす計画建築物については、２以上の主要な出入り口から通路に通ずる

避難上有効な通路を設けること。 



 

規則第１０条の３第４項第３号 ４ 包括同意基準 

許可取扱基準に該当するもののうち次のすべてに該当するもの 

（１）建築物の主要用途は、一戸建ての住宅、長屋住宅（２戸） 

（２）最高の高さは、１０メートル以下 

（３）通路の幅員は、１．８メートル以上 

（当該道の両端が道路に接続している場合は、１．２メートル以上） 

（４）外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を準耐火性能以上とする。また、外壁の開口部で延焼のおそ

れのある部分に、防火戸その他政令で定める防火設備を設けなければならない。 

 



５  道路に接する敷地内通路の幅が２メートル未満の通路で次の基準を満たすものであること。 

（１）基準時において現に建築物が建っている敷地であること。 

（２）対象となる敷地は、次に掲げるいずれかとする。 

ア ２以上の敷地内通路（幅員７５センチメートル以上）を有し、幅員の合計が２メートル以上あり、２

以上の敷地内通路からそれぞれ道路まで避難できること。 

イ 計画建築物の主要な出入り口から道路に通ずる敷地内通路の幅が有効１．８メートル以上の敷地内通路

が確保されていること。 

（３）敷地内通路には、避難上障害となる建築物等は設けてはならない。 

（４）階数は、地階を除き２以下とする。 

（５）計画建築物の外壁は、隣地境界線から７５センチメートル以上後退すること。ただし、既存部分につい

てはこの限りでない。 

（６）道路に接する敷地内通路の幅が２メートル以上あるものとみなし、建築基準法令の規定に適合する建築

物であること。 

 

規則第１０条の３第３項 ５ 包括同意基準 

許可取扱基準に該当するもののうち次のすべてに該当するもの 

（１）建築物の主要用途は、一戸建ての住宅、長屋住宅（２戸） 

（２）最高の高さは、１０メートル以下 

（３）外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を準耐火性能以上とする。また、外壁の開口部で延焼のおそれ

のある部分に、防火戸その他政令で定める防火設備を設けなければならない。 

 

附 則 

（施行期日） 

この基準は、平成１１年５月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この基準は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この基準は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この基準は、平成１９年６月２０日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この基準は、平成３０年９月２５日から施行する。 

 


